
情 個 審 第 ５ ７ 号  

平成２５年３月１５日  

 

茨城県知事 橋 本  昌  殿 

 

茨城県情報公開・個人情報保護審査会 

                            委員長 大和田 一雄 

 

行政文書不開示決定に対する異議申立てについて（答申） 

 

平成２４年２月９日付け農整諮問第２号で諮問のありました下記事案について，別紙の

とおり答申します。 

 

記 

 

 「一時利用地指定処分に対する審査請求に係る議事録等」不開示決定（存否応答拒否）

に係る異議申立事案 

 

（情報公開諮問第１５８号） 

（情報公開答申第１３４号） 
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第１ 審査会の結論 

実施機関が行った不開示決定は，妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 行政文書の開示請求 

平成２３年１１月２１日，異議申立人は，茨城県情報公開条例（平成  

１２年茨城県条例第５号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき，

茨城県知事（以下「実施機関」という。）に対し，次に掲げる内容の行政

文書（以下「対象行政文書」という。）の開示を請求した。 

 

○○○○及び○○○○が平成○年○月○日付けで提起し，平成○年○月

○日付けで裁決が出た，茨城県〇〇土地改良事務所長（現茨城県〇〇農

林事務所長）の一時利用地指定処分に対する審査請求の議事録，その他

審査日時，回答等審査状況がわかるもの 

 

２ 実施機関の決定及び通知 

平成２３年１１月３０日，実施機関は，対象行政文書について，「当該

文書の存否を答えること自体が，個人のプライバシー侵害となり，条例第

７条第２号の規定により不開示とすべき情報を開示することになるので存

否を答えることはできないが，仮に当該文書が存在するとしても，同号の

規定により不開示になる文書である。」として，条例第１０条の規定によ

り，その存否を明らかにしないで不開示決定（以下「本件処分」という。）

を行い，異議申立人に通知した。 

 

３ 異議申立て 

平成２４年１月２４日，異議申立人は，本件処分を不服として，行政不

服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき，実施機関

に対して異議申立てを行った。 

 

第３ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

本件処分を取り消すとの決定を求める。 

 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が，異議申立書及び異議申立人意見書において主張している

ところは，おおむね次のとおりである。 
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（１）実施機関は，本件開示請求に対し，文書の開示が個人のプライバシー

侵害となるとして，条例第７条第２号の規定により不開示とする決定を

行った。 

   しかるに，異議申立人及び○○○○は，当該文書の開示を求め，その

開示に同意している。そのため，当該文書の開示によりプライバシー侵

害となる余地はない。また，仮に異議申立人ら以外の者のプライバシー

侵害を理由とするのであっても，それらの者は条例第７条第２号ただし

書ウの「公務員等」に該当すると思われるから，やはり不開示決定には

理由がない。 

 

（２）行政文書は原則として開示するものとされているのに対して，条例第

７条第２号が記載されている文書が例外的に不開示とされている趣旨は，

個人のプライバシーを保護する点にある。そして，行政文書は，何らか

の個人の情報に関する情報を含んでいることがあるから，個人情報が含

まれることのみを理由に安易に条例第７条第２号に該当するとすれば，

不開示とされる場面が過度に広がりかねない。当該行政文書が条例第７

条第２号の不開示情報に該当するか否かは，具体的場面ごとに，個人の

プライバシー侵害が生じるか否かを判断すべき必要がある。 

本件で，当該行政文書の開示でプライバシーが問題となるのは，異議

申立人及び○○○○の両名のみである。そして，両名は，対象行政文書

の開示を求め，その開示に同意していることから，対象行政文書の開示

によってプライバシー侵害が生じる余地はない。 

   よって，対象行政文書が条例第７条第２号の不開示情報に該当する余

地はない。 

 

（３）条例第１０条が想定しているのは，通院記録や逮捕歴などその存在が

公開されることのみによって，個人の権利利益の保護が図れない場合で

ある。 

   これに対して，審査請求という行為は，審査請求人の正当な権利行使

にほかならず，公開されることによって審査請求人の権利利益が何ら害

されるものではない。 

   また，本件処分については取消訴訟の提起が可能であり，訴訟は公開

されるものであるから，審査請求をした事実は，むしろ公開が予定され

ていると言える。 
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第４ 実施機関の主張の要旨 

実施機関が，諮問庁意見書において主張しているところは，おおむね次

のとおりである。 

１ 本件開示請求は，一時利用地指定処分の取消しを求めて審査請求を行っ

た個人を特定し，その審査請求に係る審査状況が分かる文書の開示を求め

たものであることから，当該文書は当然に特定の個人を識別することがで

きるものである。そして，審査請求については，行政庁の処分に不服のあ

る者が，当該行政庁に対して不服申立てするものであることから，一般的

には審査請求を行ったという事実は，あまり他人には知られたくない情報

である。対象行政文書については，その存否を答えること自体が，特定の

個人が審査請求を行ったか否かという事実を開示することになり，条例第

７条第２号により不開示とすべき個人に関する情報を開示することになる

と考えられることから，条例第１０条の規定により存否を明らかにしない

で不開示としたものである。 

  また，異議申立人は，○○○○及び○○○○が当該文書の開示を求め，

その開示に同意している旨主張しているが，条例は不特定多数の開示請求

者に対して，開示請求者の立場のいかんを問わず，開示・不開示の判断を

行うものであることから，特定の個人に関する情報が記録されている行政

文書であって条例第７号第２号の規定に該当するものについては，本人か

らの開示請求であってもこれを拒むものと解される。したがって，異議申

立人の主張には理由がない。 

 

２ 対象行政文書は，公務員が職務の遂行において作成する文書であるが，

本件開示請求に係る開示・不開示の判断については，上記１のとおりであ

り，公務員の個人情報ではないことから，仮に存在しても条例第７条第２

号ただし書ウには該当しない。 

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は，本件諮問事案について審査した結果，次のように判断する。 

１ 対象行政文書について 

対象行政文書は，「特定の個人が一時利用地指定処分に対して提起した

審査請求に係る議事録等審査請求の状況がわかるもの」であることから，

その存否を答えることは，特定の個人が一時利用地指定処分に対して審査

請求を行ったという事実の有無（以下「本件存否情報」という。）を明ら

かにする結果になるものと認められる。 
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２ 本件存否情報の条例第７条第２号該当性について 

本件存否情報は，特定の個人が一時利用地指定処分に対して審査請求を

行ったか否かという個人に関する情報であって，当然に個人を識別するこ

とができることから，同号本文の「特定の個人を識別することができるも

の」（以下「個人識別情報」という。）として，同号本文に該当すると認

められる。 

異議申立人は，対象行政文書について，同号の趣旨は個人のプライバシ

ーを保護する点にあり，本件開示請求においては，保護の対象となる個人

が「開示に同意」していることから，対象行政文書の開示によって個人の

プライバシー侵害が生じる余地はないとして，対象行政文書は本号の不開

示情報には該当しない旨主張している。しかし，同号では，個人に関する

情報については，プライバシー侵害の有無によらず，個人識別情報を原則

不開示としたうえで，一般的に当該個人の利益保護の観点から不開示とす

る必要のないもの及び保護利益を考慮しても公益上公にすることの必要性

が認められるものを例外的に開示すべきものとしており，同号ただし書ア

ないしウで除外する方式をとっている。よって，保護の対象となる個人が

「開示に同意」していることのみをもって同号の不開示情報に該当しない

と解することはできない。 

次に，本件存否情報の本号ただし書該当性について検討する。 

同号ただし書アにおいて，「公にされている」とは「現在何人も知り得

る状態に置かれている情報をいう」と解されるところ，「開示に同意」し

ているだけでは，現在何人も知り得る状態に置かれているとは言えないこ

と，また，異議申立人が意見書で言及する「裁判の公開」は裁判の公正を

確保するためのものであり，情報公開とはその目的を異にすることから，

本件存否情報がただし書アの「法令の規定により又は慣行として公にされ，

又は公にすることが予定されている情報」に該当するとは認められない。

そして，ただし書イに該当する事情は認められず，また，本件存否情報は，

一時利用地指定処分に対して審査請求を行ったとされる個人についてのも

のであることから，ただし書ウにも該当しない。 

したがって，本件存否情報は，本号に該当すると判断する。 

 

３ 対象行政文書の条例第１０条該当性について 

異議申立人は，「条例第１０条が想定しているのは，通院記録や逮捕歴

などその存在が公開されることのみによって，個人の権利利益の保護が図

れない場合である」として，対象行政文書は同条の文書に該当しない旨主

張しているが，同条では，開示請求に対し，「当該開示請求に係る行政文
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書が存在しているか否かを答えるだけで，不開示情報を開示することとな

るとき」は，当該行政文書の存否を明らかにしないで不開示とすることが

できると規定しているところ，対象行政文書の存否を答えることで明らか

となると認められる本件存否情報は，上記２で述べたとおり，条例第７条

第２号の不開示情報に該当すると判断されることから，対象行政文書は，

条例第１０条が適用される文書に該当すると認められる。 

 

４ 異議申立人のその他の主張について  

異議申立人のその他の主張は，開示請求に係る行政文書の開示・不開示

の判断に影響を及ぼすものではないと判断する。 

 

５ 本件処分の妥当性について  

上記のことから，対象行政文書について，その存否を答えるだけで条例

第７条第２号の不開示情報を開示することになるとして，条例第１０条の

規定により行った本件処分は妥当であると判断する。 

 

６ 結論 

以上により，「第１ 審査会の結論」のように判断する。 
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第６ 審査会の処理経過 

本件異議申立てに係る審査会の処理経過は，次のとおりである。 

 

  年   月   日 内         容 

平成２４年 ２月１０日 諮問受理 

平成２４年 ３月 ９日 諮問庁意見書受理 

平成２４年 ４月１８日 異議申立人意見書受理 

平成２４年１０月３１日 審査（平成２４年度第５回審査会第二部会） 

平成２４年１２月１３日 審査（平成２４年度第６回審査会第二部会） 

平成２５年 ２月 ８日 審査（平成２４年度第７回審査会第二部会） 

 

 


